【様式６】

　令和　　年　　月　　日

高畠町長　髙梨　忠博　殿

住　所（ 所在地 ）
法人名又は事業者名
代 表 者 職 氏 名　　　　　　　　　　　　　　　

誓約書

　　首都圏向けプロモーション動画制作事業公募型プロポーザルへの参加に当たり、下記の事項について誓約します。

記
＜誓約事項＞
１　「首都圏向けプロモーション動画制作事業プロポーザル審査実施要領」を遵守すること。
２　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。
３　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者等、経営状態が著しく不健全でないこと。
４　指名停止を受けている者でないこと。
５　租税（国税及び地方税）を滞納していないこと。
６　役員等（個人の場合は当該個人をいい、法人の場合は当該法人の役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に規定する暴力団員に該当する者でないこと。


＜共同企業体又はグループ（以下「共同企業体等」という。）で参加する場合＞
１　共同企業体等で参加する場合は、共同企業体等を構成する全ての事業者が上記１から６までの参加資格要件を満たすものとする。
２　代表企業が町との連絡窓口となり、契約等諸手続きを行い、業務遂行の責を負うこと。
３　代表企業及び共同企業体等の構成員のうち業務遂行に大きな影響を及ぼす者の変更はしないこと。
４　同一の事業者が複数の共同企業体の構成員ではないこと。
５　単独で参加する事業者は、他の共同企業体の構成員ではないこと。

















[bookmark: _Hlk161131484]※グループで参加する場合は、事業者ごとに作成し提出すること。

